
 

美瑛町電子地域通貨事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、町が発行する電子地域通貨（以下「通貨」という。）の

流通を通して、町内における経済の活性化を図るとともに、町民の地域活動

及び健康増進活動を支援することを目的とする美瑛町電子地域通貨事業につ

いて、必要な事項を定める。 

 （発行者） 

第２条 通貨の発行及び管理は町が行う。 

２ 通貨の運用については、地域通貨プラットフォームサービス「ｃｈｉｉｃ

ａ（チーカ）」にて行うものとする。 

（通貨の名称及び価値） 

第３条 通貨の名称は「美瑛町電子地域通貨 Ｂｅコイン」と称する。 

２ 通貨の単位は「ポイント」とし、その価値は１ポイント当たり１円とする。 

（通貨の発行） 

第４条 町が通貨を発行する事業は、次のとおりとする。 

（１） 町が実施及び主催する事業 

（２） 加盟店舗（第９条の規定により町長の認定を受けた者をいう。以下同

じ。）が通貨の流通促進を目的に自らの負担において実施する事業（以下

「通貨流通促進事業」という。） 

（３） その他、町長が特に必要と認める事業 

（通貨の有効期限） 

第５条 通貨の有効期限は、次に掲げるとおりとする。    

（１） 第１２条第１項の規定により購入した通貨 購入した日から３６５日

を経過する日までとする。ただし、購入した通貨を使い切らずに残額があ

る状態でさらに新たに通貨を購入した場合は、その残額分の有効期限につ

いては、新たに通貨を購入した日からさらに３６５日を経過する日まで延

長する。 

（２） 前号以外の通貨 発行する都度定めるものとする。 

（通貨の使用） 

第６条 通貨は、加盟店舗においてのみ使用することができる。 



 

２ 加盟店舗は、通貨を使用する者（以下「使用者」という。）が、通貨使用

取引（通貨と引換えに、加盟店舗から商品又はサービス等を購入し、若しく

は借り受ける取引を行うことをいう。以下同じ。）を行うときには、通貨を

現金と同様に取り扱うものとする。ただし、使用者は、通貨を現金に交換（釣

銭を含む。）することはできない。 

（加盟店舗の認定等） 

第７条 加盟店舗として登録しようとする者は、町長の認定を受けなければな

らない。 

２ 加盟店舗は、町内に所在し、かつ、営業している者であることを要件とす

る。ただし、町長が必要と認めるときはその限りではない。 

 （加盟店舗の認定の申請） 

第８条 前条の認定を受けようとする者（以下「加盟店舗認定申請者」という。）

は、美瑛町電子地域通貨事業加盟店舗認定申請書（別記様式第１号）を町長

に提出しなければならない。 

 （加盟店舗の認定及びその通知等） 

第９条 町長は、前条に規定する申請書を受理し、その内容を確認の上、適当

であると認めたときは、美瑛町電子地域通貨事業加盟店舗認定通知書（別記

様式第２号）により加盟店舗認定申請者に通知するとともに、加盟店舗証等

を交付する。 

２ 加盟店舗は、前項に規定する加盟店舗証等を店頭、敷地その他の見やすい

場所に掲示しなければならない。 

（加盟店舗の認定事項変更） 

第１０条 加盟店舗は、前条第２項の規定による認定事項に変更があったとき

は、美瑛町電子地域通貨事業加盟店舗登録事項変更申請書（別記様式第３号）

を町長に提出しなければならない。 

（加盟店舗の登録辞退） 

第１１条 加盟店舗は、第９条第１項の規定による認定を辞退するときは、辞

退する日の３月前までに美瑛町電子地域通貨事業加盟店舗辞退届（別記様式

第４号）を町長に提出しなければならない。 

（通貨の販売） 



 

第１２条 通貨の販売は、町長が指定する販売所（以下「指定販売所」という。）

で、又はｃｈｉｉｃａ（チーカ）アプリケーションでのクレジットカードチ

ャージをもって行うものとする。   

２ 指定販売所で通貨の購入を希望する者は、現金で購入するものとする。                

（通貨の換金） 

第１３条 町は、加盟店舗が通貨使用取引により受け取った通貨の換金につい

て、その実績を確認した上で、加盟店舗が指定する口座に振り込むものとす

る。 

２ 前項の換金額を算出する期間は、別に定めるものとする。 

 （通貨の販売代金の納入） 

第１４条 町長は、指定販売所が通貨の販売により受け取った代金（以下「販

売代金」という。）について、その実績を毎月確認した上で、指定販売所に

納入通知書を発行するものとする。 

２ 指定販売所は、前項の納入通知書により販売代金を町が指定する口座に納

付するものとする。 

（通貨流通促進事業の認定） 

第１５条 通貨流通促進事業を実施しようとする者は、町長の認定を受けなけ

ればならない。 

（通貨流通促進事業の認定の申請） 

第１６条 前条の認定を受けようとする者（以下「通貨流通促進事業認定申請

者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書（別記様式第５号）を

町長に提出しなければならない。 

（１） 事業の名称 

（２） 通貨の発行総額 

（３） 通貨の発行期間 

（４） 通貨の発行条件 

（５） 通貨の使用範囲 

（６） その他事業を実施する上で必要な事項 

 （通貨流通促進事業の認定及び通知） 

第１７条 町長は、前条に規定する申請書を受理し、その内容を確認の上、適



 

当であると認めたときは、美瑛町電子地域通貨流通促進事業認定通知書（別

記様式第６号）により通貨流通促進事業認定申請者に通知するものとする。 

 （通貨の発行代金の納入） 

第１８条 町長は、前条の認定を受けた者（以下「通貨流通促進事業者」とい

う。）が実施する通貨流通促進事業により発行された通貨の代金（以下「発

行代金」という。）について、通貨使用取引の実績を毎月確認した上で、通

貨流通促進事業者に納入通知書を発行するものとする。 

２ 通貨流通促進事業者は、前項の納入通知書により発行代金を町が指定する

口座に納付するものとする。 

 （通貨流通促進事業の登録辞退） 

第１９条 通貨流通促進事業者は、第１７条の規定による事業の認定を辞退す

るときは、通貨の発行を中止する日の３日前までに美瑛町電子地域通貨流通

促進事業辞退届（別記様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

２ 通貨流通促進事業者は、通貨の発行を中止する日までに発行され 

た通貨について、通貨の発行を中止する日以降において通貨使用取引があっ

たときは、その発行代金を町に納付しなければならない。 

 （業務の委託） 

第２０条 町長は、第１３条に規定する業務の一部又は全部を第三者に委託す

ることができる。 

２ 前項の規定により、業務を委託するときは、委託契約を締結しなければな

らない。 

（禁止） 

第２１条 何人も通貨を偽造し、不正に使用し、又は転売してはならない。 

 （免責事項） 

第２２条 災害、盗難、紛失その他事故により使用者に損害が生じることがあ

っても、町はその責を負わないものとする。 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


